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第１章 計画の概要 

１－１ 計画の背景と趣旨 

わが国では、インターネットやスマートフォン等情報機器の普及による情報通信技

術（ＩＣＴ※用語）の急速な発展により、社会生活のデジタル化が進んでいます。 

このような中、人口減少や少子高齢化、いわゆる「２０４０年問題※」により、社

会構造の在り方の見直しが必要となり、自治体においても業務効率化等に取り組むこ

とが求められています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、社会生活における様々な制

約が必要となる中、行政手続におけるデジタル化・オンライン化の遅れ等の課題が明

らかになりました。 

また、本市では、令和６年１月の新庁舎供用開始に伴い、デジタル化による窓口サ

ービス等の利便性の向上への取組を推進する必要があります。 

本市では、これらの状況を踏まえ、デジタル技術の活用により、住民の利便性を向

上させるとともに、市が行う業務の効率化を推進していきます。 

 

１－２ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ※用語）とは 

デジタル・トランスフォーメーションは、「ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる

面でより良い方向に変化させること」と定義されており、人々の生活がデジタル化に

より効率化され、その結果デジタル技術が社会に浸透することで、それまで実現でき

なかった新たなサービスや価値が創出される社会全体の変革を意味します。 

 

 
出典：埼玉県デジタル・トランスフォーメーション推進計画 

 

※「２０４０年問題」：少子化による人口減少と団塊ジュニア世代が高齢者（６５歳以上）になることで高齢者人口が

最大となる２０４０年頃にかけて迫り来る、我が国の内政上の危機のこと  
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１－３ 国・県の計画について 

総務省は、国が主導的に役割を果たしつつ、自治体全体として、足並みを揃えて

取り組んでいく必要があるとして、デジタル社会の構築に向けた取組を全自治体に

おいて着実に進めていくため、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化

するとともに、国による支援策等をとりまとめた「自治体デジタル・トランスフォ

ーメーション（ＤＸ）推進計画」を令和２年１２月２５日に策定しました。 

 

また、埼玉県では、計画的に行政のデジタル化を着実に推進するとともに、社会

基盤としてのデジタルインフラを浸透させることで「社会全体のデジタルトランス

フォーメーション」を実現し、快適で豊かな真に暮らしやすい新しい埼玉県への変

革を目指し、「埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画」を令和３年３

月に策定しました。 
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第２章 計画推進方針 

２－１ 計画の基本方針 

 

 

いつでも・どこでも・つながる八潮 

～ＤＸによる利便性の向上を目指して～ 

 

 

すべての市民が行政サービスのデジタル化・ＩＣＴ化によるメリットを享受し、時

間や場所の制約を受けることのない地域社会を構築することを、本計画の基本方針と

します。 

 

２－２ 計画の位置づけ 

本計画は、第５次八潮市総合計画を最上位計画とし、国及び県の計画との整合性を

保持し、かつ、第６次八潮市行政改革大綱・実施計画や他の個別計画と連携した計画

として位置づけます。 

なお、令和８年度より第６次八潮市総合計画を最上位計画とし、八潮市行政改革方

針や他の個別計画と連携した計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次八潮市総合計画・第６次八潮市総合計画 

八潮市ＤＸ推進計画 
第６次八潮市行政 

改革大綱・実施計画 

八潮市行政改革方針 

上位計画 

整合性 整合性 

（国）自治体ＤＸ 

推進計画 

埼玉県ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽ 

ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ推進計画 

連携 
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２－３ 計画の期間 

 

年度 

 計画 

令和２ 

（２０２０） 

令和３ 

（２０２１） 

令和４ 

（２０２２） 

令和５ 

（２０２３） 

令和６ 

（２０２４） 

令和７ 

（２０２５） 

令和８ 

（２０２6） 

令和 9 

（２０２7） 

国 
        

県 

        

市 

        

市ＤＸ推進

計画 

（本計画） 

        

本計画の計画期間は、第５次八潮市総合計画及び第６次八潮市行政改革大綱・実

施計画と併せ、かつ、国の自治体ＤＸ推進計画との整合性を保つため、令和５年４

月から令和８年３月までの３か年としておりましたが、本計画の取組施策「２－１

基幹系情報システムの標準化」において、市の行政事務の根幹となる住民記録・税

システム等の標準準拠システムへの移行が令和８年度へ延期となり、計画の取組の

最終評価の判定が困難となりましたことから、計画の期間を令和１０年３月まで２

年間延長し、令和９年度末に最終評価を行います。 

 

  

自治体ＤＸ推進計画 

（２０２１．１～２０２６．３） 

埼玉県デジタルトランス 

フォーメーション推進計画 

（Ｒ３．４～Ｒ６．３） 

第５次八潮市総合計画 

（Ｈ２８～Ｒ７） 

第６次八潮市行政改革大綱・実施計画 

（Ｒ３～Ｒ７） 

八潮市ＤＸ推進計画 

（Ｒ５．４～Ｒ８．３） 

埼玉県デジタルトランス 

フォーメーション推進計画 

（Ｒ6．4～Ｒ8．３） 

第５.1 版 

第 6 次総合計画 

(R8～R17) 

第２版 

八潮市行政 

改革方針 

(R8～R12) 
 



6 
 

２－４ 推進体制 

市長を本部長、副市長を副本部長、部長級職員等を本部員として構成する「八潮市

ＤＸ推進本部」において、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）に係る施策

を円滑に推進していきます。 

また、副部長級職員等を委員とした「八潮市ＤＸ推進委員会」において、ＤＸにか

かる個別・具体的な検討事項の調整を図ります。 

さらに、検討事項に基づく担当課長等を部会員とした検討部会において、ＤＸ推進

における個別・特定的な事項の調査研究を行います。 

なお、検討事項の規模により、個別具体的な検討事項がある場合は、検討部会にお

いて、検討事項の担当課職員をメンバーとするワーキンググループにより検討するこ

ととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八潮市ＤＸ推進本部 
 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長 

本 部 員：部長級職員等 

八潮市ＤＸ推進委員会 
 

委 員 長：企画財政部副部長 

委  員：副部長級職員等 

指示 
報告 

設置・

指示 報告 

検討部会 
 

部会員：検討事項に基づく担当課長等 
 

 

 

 

 

 

 

ワーキンググループ 
（検討事項の規模により検討部会が設置） 

構成員：担当課職員 

 

 

検討部会 

ワーキング 

グループ 

検討部会 

ワーキング 

グループ 

検討部会 

ワーキング 

グループ 
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２－５ 進行管理 

本計画の推進にあたり、個別計画の取組状況を評価・検証し、必要に応じ計画の見

直しを行うため、八潮市ＤＸ推進本部において「ＰＤＣＡサイクル」による進行管理

を行います。 

ＰＤＣＡサイクルは、「Ｐｌａｎ（計画）」「Ｄｏ（実行）」「Ｃｈｅｃｋ（評価）」「Ａ

ｃｔｉｏｎ（改善）」の４段階を繰り返すことにより、計画の推進を計画的に改善す

るものであり、本計画では年度ごとに改善を行ったうえで、最終年度（令和７年度）

において、計画全体の達成状況を評価します。 

また、短期間で計画を進めるものであることから、必要に応じ、「ＯＯＤＡ（ウー

ダ）ループ」の手法を取り入れ、スピーディーな意思決定により計画の進行を図りま

す。 

なお、本計画の進捗状況については、市のホームページ等を通じ、市民等に公表し

ます。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＯＤＡループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 

（計画） 

Ｃｈｅｃｋ 

（評価） 

Ｄｏ 

（実行） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善） 

Ｏｂｓｅｒｖｅ 

（観察・情報収集） 

Ｏｒｉｅｎｔ 

（状況・方向性判断） 

Ａｃｔ 

（行動、実行） 

Ｄｅｃｉｄｅ 

（意思決定） 
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第３章 ＤＸ個別計画 

 本計画の基本方針である「いつでも・どこでも・つながる八潮 ～ＤＸによる利便

性の向上を目指して～」を実現するため、３つの取組方針を定め、デジタル・トラン

スフォーメーション（ＤＸ）に係る取組を着実に進めます。 

 

施策の体系 

 

 

  

２－２ ＡＩ※用語・ＲＰＡ※用語の利用推進 

２－１ 基幹系情報システム※用語の標準化 

１－２ 行政手続のオンライン化の推進 

１－３ 人にやさしいデジタル化の推進 

１－４ 窓口サービスの利便性の向上 

１－１ マイナンバーカードの普及促進 １ 市民サービスの向上 

２ 行政運営の効率化 

取組方針 施策 

２－３ テレワークの推進 

２－４ 情報システム・庁内ネットワーク 

    の整備及びデジタル人材の育成 

２－５ データ活用の推進 

２－６ ペーパーレス化の推進 

３  ３－１ セキュリティ対策の推進 

国・重点 

国・重点 

国・重点 

国・重点 

国・重点 

国・重点 
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取組方針・１ 市民サービスの向上 

 

施策１－１ マイナンバーカードの普及促進  

 

【現状と課題】 

マイナンバーカードについては、電子証明書などの機能を搭載しており、マイナ

ンバーカードの電子証明書で本人確認を行うことで、コンビニエンスストアで住民

票の写し等を取得できるほか、行政機関に対する電子申請などに利用できるもので

す。 

自治体ＤＸ推進計画においても、マイナンバーカードがほぼ全国民に行き渡るこ

とを目指していることから、これまでも、マイナンバーカード取得支援窓口の開設

や、広報紙・市ホームページ等を活用し、マイナンバーカードの普及促進に取り組

んでいます。 

本市のマイナンバーカードの保有枚数率は約７７％（令和８年１月末現在）とな

っておりますが、さらなる普及促進や、カード本体や電子証明書の更新を円滑に行

うための手続き支援が必要です。 

なお、マイナンバーカードの利活用が順次拡大することに伴い、多くの市民が利

便性の高いサービスを享受できるよう、令和８年８月から令和１０年３月までの

間、コンビニ交付手数料を減額し、さらなるマイナンバーカードの普及促進を図り

ます。 

 

【取組目標】 

すべての市民がマイナンバーカードを取得していただけるよう、普及促進に継続

して取り組むとともに、マイナンバーカードの更新等手続きの支援を行います。 

また、マイナンバーカードを利用した申請手続等を推進することにより、マイナ

ンバーカードの利便性の向上を図ります。 

 

【事業内容】 

・マイナンバーカードの普及促進  

・マイナンバーカードを利用した申請手続等の推進 

・マイナンバーカードの更新等手続き支援 ※令和８年度より開始 

・コンビニ交付サービス手数料の減額 ※令和８年８月から令和１０年３月まで 

  

国計画・重点取組事項 
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【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

マイナンバーカードの普及促進 

マイナンバーカードを利用した申請手続等の推進 

マイナンバーカードの更新等 

手続き支援 

継続 

継続 

コンビニ交付サービス 

手数料の減額 
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施策１－２ 行政手続のオンライン化の推進 

 

【現状と課題】 

行政手続のオンライン化については、これまで、埼玉県電子申請・届出サービス

の共同運用により各種検（健）診や水道の使用開始・中止、講座の申込み等の電子

申請窓口を提供しています。また、埼玉県東南部５市１町の共同運用による公共施

設の予約や、図書館での図書の貸出予約についても、オンラインでの手続が可能と

なっています。 

現在、書面による提出を求めている手続については、電子申請等によるオンライ

ンでの手続が求められていることや、利用者の利便性の向上を図るため、オンライ

ンでの手続が可能な業務を拡大する必要があります。 

令和７年度には電子で受付を行っている手続きを取りまとめた「八潮市オンライ

ン市役所」をホームページ上に公開を開始し市民の利便性向上を図りました。 

 

【取組目標】 

オンラインでの手続が可能な業務について、対象業務の拡大や利用件数の向上を

図ります。 

また、書面により提出を求めている手続のオンライン化により、利用者の利便性

の向上や、窓口における混雑緩和を図ります。 

 

【事業内容】 

・電子申請・届出サービスの普及促進及び対象業務の拡大 

・マイナポータル（ぴったりサービス）によるオンライン手続の推進（国が推奨

する子育て・介護関係等の手続のオンライン化） 

・八潮市オンライン市役所の運用 

※ マイナポータルは、パソコンやスマートフォンを使用して、行政機関が保有する

ご自身の情報や、行政機関の間等における情報提供等記録を確認することができる

ポータルサイトです。 

  ぴったりサービスは、知りたい制度や手続きを簡単に検索し、オンライン申請や

オンライン入力による書類作成を行うことができるサービスです。 

  なお、マイナポータルの利用にあたっては、一部機能を除きマイナンバーカード

が必要です。 

 

  

国計画・重点取組事項 
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【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

 

    

 

  

電子申請・届出サービスの普及促進及び対象業務

の拡大 

マイナポータル（ぴったりサービス）による 

オンライン手続の推進 

継続 

継続・新規取組の実施 

八潮市オンライン市役所 

の運用 
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施策１－３ 人にやさしいデジタル化の推進 

 

【現状と課題】 

本市では、市のホームページにおいて、音声読み上げ機能、文字拡大機能や多言

語対応を行っており、利用者に優しい情報提供を行っています。 

すべての市民が行政サービスのデジタル化・ＩＣＴ化によるメリットを享受する

ため、本市における今後のＤＸの展開においては、安全・安心、ユニバーサルデザ

インを考慮した設計等を前提として取り組む必要があります。 

また、情報通信基盤を有効に活用し、デジタル化によるメリットを地域社会全体

で享受するためには、事業者のデジタル化を支援すること等による、官民が連携し

た取組が必要です。 

 

【取組目標】 

ＤＸ関連施策において、ユニバーサルデザインを考慮した人にやさしいデジタル

化を進めます。 

また、公共施設において、利用者がスマートフォン等のデジタル機器を利用する

際の安定したインターネット通信環境を提供するため、公共施設における公衆無線

ＬＡＮの検討・整備を進めます。 

また、事業者のＤＸ化に関する情報提供を行い、事業者のデジタル化の支援を図

ります。 

 

【事業内容】 

・デジタルデバイド※用語対策の推進 

・公共施設における公衆無線ＬＡＮの検討・整備 

・事業者のデジタル化支援の推進 

 

【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

 

  

デジタルデバイド対策の推進 

事業者のデジタル化支援の推進 

公共施設における公衆無線ＬＡＮの検討・整備 

継続 

継続 

 

継続 
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施策１－４ 窓口サービスの利便性の向上 

 

【現状と課題】 

現在は、手続をされる方が手続ごとに申請書等を記入し、それぞれの手続の担当

窓口へ提出しているため、複数の手続を行う場合、申請者が住所や氏名等を繰り返

し記入することがあります。 

住民の異動の手続等においては、記入された異動届を窓口において、職員が業務

システムに画面入力を行っており、手続をされる方が多い場合、窓口が混雑し、待

ち時間が長くなる状況が発生しています。 

また、市税、水道料金等については、スマートフォンアプリを利用することによ

り、キャッシュレス決済が可能となっていますが、現在も対応していない使用料や

手数料等があり、対応業務の拡大が求められます。 

 

【取組目標】 

本市は、令和６年１月に新庁舎の供用開始を予定しており、新庁舎での業務開始

時において、申請書の記入等の負担を軽減するため、住民の異動などの手続等にお

いて、申請書を記入することなく手続を行うことができる「書かない窓口」を導入

し、手続における申請者の負担軽減を図るとともに、待ち時間が短縮できるよう、

手続に係る業務システムと連携した窓口業務の見直しを図ります。 

また、新庁舎での供用開始以降も、手続をされる方の負担軽減となるよう、デジ

タル技術を活用した取組を進めます。 

キャッシュレス決済については、対応業務の拡大及び決済事業者の拡充を図りま

す。 

 

【事業内容】 

・「書かない窓口」の導入・運用 ※導入は令和５年度完了 

・デジタル技術を活用した新たな窓口サービスの検討  

※令和７年度二次元バーコード読み取り機能導入 

・キャッシュレス決済の拡大・拡充 ※令和５年度一部導入 
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【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

 

  

デジタル技術を活用した新たな窓口サービスの検討 

キャッシュレス決済の拡大・拡充 

「書かない 

 窓口」の導入 

「書かない窓口」の運用 

完了 

継続 

 

継続 

 

継続 
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取組方針・２ 行政運営の効率化 

 

施策２－１ 基幹系情報システムの標準化 

 

【現状と課題】 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が令和３年９月１日に施行

され、この法律では、地方公共団体における情報システムの標準化・共通化によ

り、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等を図るとともに、国が整備するクラウ

ド※用語環境を活用した情報システムの利用に努めることとされています。 

本市では国の目標期間内に標準準拠システムへの移行が行えるよう、令和４年度

から、標準準拠システムの仕様に基づく現行システムの調査を行っていました。 

基幹系情報システムの標準化においては、現行の基幹系情報システムを短期間の

うちに確実に移行することが求められます。 
 

・国が定める標準化対象の基幹系業務（２０業務） 

児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙

人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就

学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障がい者福祉、介護保険、国民健康

保険、後期高齢者医療、国民年金 

 

【取組目標】 

基幹系情報システムの標準化については、国の目標時期が令和１２年度末までに

延長されたことから、対象となるすべての情報システムを令和１２年度までに国が

整備するクラウド基盤に構築された標準準拠システムへの移行を行います。 

 

【事業内容】 

・標準準拠システムへの移行に向けた現状分析 ※令和６年度完了 

・標準準拠システムへの移行 ※令和７年度４業務システム移行完了 

・標準準拠システムの運用開始 

 

  

国計画・重点取組事項 



17 
 

【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

  

標準準拠システムの運用開始 

（システムごとに順次開始） 

標準準拠システムへの移行 

標準準拠システム 

への移行に向けた 

現状分析 

完了 
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施策２－２ ＡＩ・ＲＰＡの利用推進 

 

【現状と課題】 

人口減少や少子高齢化がピークとなる２０４０年頃を見据え、地方公共団体にお

いては、限られた経営資源の中で持続可能な行政サービスを提供し続けることが求

められています。 

ＡＩ・ＲＰＡ等によるデジタル技術の活用は、地方公共団体の業務を改善するた

めの有力なツールであり、本市においても、令和４年度に、会議の議事録等の音声

をデジタル技術によりテキスト化する「音声テキスト化システム」の運用を開始

し、デジタル技術を活用した業務改善を行っています。 

しかしながら、現在も情報システムへの入力等、職員が行う作業が多くあること

から、デジタル技術を活用した作業の自動化による業務の効率化が求められます。 

 

【取組目標】 

音声テキスト化システムの運用を継続し、会議録等の記録作成業務の効率化を図

ります。 

現在行っている業務について、デジタル化の視点で見直しを行い、情報システム

のデータ入力等を自動化する「ＲＰＡ」や、手書きの文書を読み取り、電子化する

「ＡＩ－ＯＣＲ※用語」等のデジタル技術の活用により、業務の効率化を図ります。 

 

【事業内容】 

・音声テキスト化システムの運用 

・ＲＰＡ／ＡＩ－ＯＣＲの検討・導入・運用 ※令和７年度までに８業務導入 

 

  

国計画・重点取組事項 
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【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

 

  

音声テキスト化システムの運用 

ＲＰＡ／ 

ＡＩ－ＯＣＲ運用 

継続 

 

継続 
ＲＰＡ／ＡＩ－ＯＣＲ 

導入 

ＲＰＡ／ＡＩ－ＯＣＲ 

検討・導入 
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施策２－３ テレワークの推進 

 

【現状と課題】 

テレワークとは、職員が所属する組織の所在場所（オフィス）から離れたところ

において、通信ネットワーク及びＩＣＴ機器を活用して業務に従事することで、新

型コロナウイルスの感染拡大防止や業務の継続のための有効な手段となるもので

す。 

本市でも、職員のワーク・ライフ・バランスの確立に寄与する多様な働き方を推

進するため、在宅勤務を行う際、自席の端末を遠隔操作（リモートアクセス）する

ための「自治体テレワークシステム」を導入し、業務継続の一助としています。 

このように、テレワークは、非常時における業務継続に有効であるほか、職員一

人ひとりのライフステージにあった多様な働き方を実現するための「働き方改革」

の切り札でもあり、ワーク・ライフ・バランスの観点からも重要であることから、

利用拡大について検討する必要があります。 

 

【取組目標】 

働き方改革の推進や、感染症対策、災害時等の対応の迅速化を図るため、リモー

トワーク環境の整備を図ります。 

 

【事業内容】 

・テレワークの推進 

 

【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

    

 

  

国計画・重点取組事項 

テレワークの推進 継続 
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施策２－４ 情報システム・庁内ネットワークの整備及びデジタル人材の育成 

 

【現状と課題】 

本市では、住民記録や税、福祉等の基幹系業務等、庁内の様々な業務においてＩ

ＣＴを活用した情報システムを利用しており、庁内ネットワークを活用した情報シ

ステムは、自治体における事務事業を行うための重要なインフラとなっています。 

このような中、各課の事務においては、ＩＣＴ技術の活用により更に効率化・高

度化が図られることが期待されるものもあることから、より一層のデジタル化の視

点による事業見直しが必要です。 

事業見直しにあたっては、各業務担当部門における業務プロセスや現場の状況を

把握する職員が、デジタル化への理解を深め、組織全体でのＤＸ推進が求められま

す。 

また、令和６年１月に予定している新庁舎の供用開始においては、施策１－４

「窓口サービスの利便性の向上」と連携し、職員だけでなく市民の利便性を向上さ

せるための庁内ネットワーク整備が必要です。 

 

【取組目標】 

新庁舎の供用開始に併せ、庁内ネットワークの整備を行います。 

また、市民サービスの向上や行政運営の効率化・高度化を図るため、事務事業の

情報化を進めるとともに、情報システムのクラウド化を推進します。 

さらに、ＤＸの推進を円滑に進めるため、デジタル人材の育成を行うほか、外部

人材の活用について検討します。 

 

【事業内容】 

・新庁舎における庁内ネットワークの整備 ※令和５年度完了 

・事務事業の情報化の推進 

・情報システムのクラウド化の推進 

・デジタル人材の育成及び外部人材活用の検討 
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【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

事務事業の情報化の推進 

情報システムのクラウド化の推進 

デジタル人材の育成及び外部人材活用の検討 

新庁舎における

庁内ネットワー

クの整備 

継続 

 
継続 

 

継続 

 

完了 
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施策２－５ データ活用の推進 

 

【現状と課題】 

官民データ活用基本法において、「地方公共団体は、国と同様に、保有するデータ

を国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるもの」とされ、行政が保有する

データを原則オープン化し、オープンデータを活用した地域の課題の解決を図るこ

とが求められます。 

本市においては、ホームページ等を活用した情報提供は行っているものの、デー

タのオープン化については一部情報の公開にとどまっています。 

国では、オープンデータの公開とその利活用を促進することを目的とした「推奨

データセット」を取りまとめているほか、埼玉県でも県及び市町村が提供する共通

のフォーマットを定めていることから、本市においても国の推奨データセットや県

の共通フォーマットによるオープンデータの公開が求められます。 

また、市が所有する情報について、市民サービスの向上や業務の効率化に向け、

共通の地図情報に集約することを目的としたＧＩＳ（地理情報システム）による情

報活用が求められます。 

 

【取組目標】 

国の定めた「推奨データセット」について、市が保有する情報のオープン化を図

ります。 

また、地図情報によるデータ活用を図るため、ＧＩＳの拡充を図ります。 

 

【事業内容】 

・オープンデータによる情報公開の推進 

 

【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

 

 

  

ＧＩＳの拡充 

オープンデータによる情報公開の推進 継続 

継続 
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施策２－６ ペーパーレス化の推進 

 

【現状と課題】 

本市では令和６年１月に予定している新庁舎の供用開始に向け、令和４年度に文

書管理・電子決裁システムを導入し、今まで紙で行っていた決裁については、一部

を除き電子化され、ペーパーレス化が図られました。 

文書のペーパーレス化は、業務効率の改善、コスト削減、セキュリティの強化が

図られる等のメリットがあるほか、本計画における施策である、テレワークの推進

等、これからの多様な働き方への対応において、非常に重要な役割となります。 

しかしながら、会議等の開催において、そのほとんどが現在も紙資料を配布して

実施している等、紙を主体とした業務が多く、さらなるペーパーレス化への取組が

必要です。 

 

【取組目標】 

文書管理・電子決裁システムの活用により、紙文書の削減を図るとともに、ＩＣ

Ｔ技術を活用した紙資料を配布しない会議の開催に向けた取組を行います。 

また、施策１－２「行政手続のオンライン化」との連携により、ペーパーレスに

よる各種手続の完結を目指します。 

 

【事業内容】 

・文書管理・電子決裁システムの運用 

・ペーパーレス会議の実施 

・行政手続のオンライン化によるペーパーレスの推進 

 

【スケジュール】 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

 

 

  

ペーパーレス会議の実施 

文書管理・電子決裁システムの運用 

行政手続のオンライン化によるペーパーレスの推進 

継続 

 

継続 

継続 
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取組方針・３ 情報セキュリティの向上 

 

施策３－１ セキュリティ対策の推進 

 

【現状と課題】 

本市では、これまでも情報セキュリティ対策を行っていますが、行政手続のオン

ライン化、テレワーク、クラウド化など、ＤＸによる新たな取組に対応した情報セ

キュリティの対応が求められます。 

国では、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライ

ン」を改定し、地方公共団体における情報セキュリティ対策の推進を求めており、

本市でも、情報セキュリティポリシーの見直しを行い、情報管理の徹底を図る必要

があります。 

 

【取組目標】 

国の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

に基づき、八潮市電子情報セキュリティ規程等の見直しを図ります。 

 

【事業内容】 

・情報セキュリティ対策の実施 

・八潮市電子情報セキュリティ規程等の見直し  

 

【スケジュール】 

 

２０２３年度 

(令和５年度) 

２０２４年度 

(令和６年度) 

２０２５年度 

(令和７年度) 

２０２６年度 

(令和８年度) 

２０２７年度 

(令和９年度) 

 

 

 

    

 

  

八潮市電子情報セキュリティ規程等の見直し 

国計画・重点取組事項 

情報セキュリティ対策の実施 継続 

継続 
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 参考資料 

 用語集  

・ＡＩ（エーアイ） 

「Artifical Intelligence」の略で、人工的な方法による学習、推論、判断等の知

的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術のこ

と。 

・ＡＩ－ＯＣＲ（エーアイ・オーシーアール） 

手書きの書類や印刷された帳票をイメージスキャナ（紙等に記録された文書や写

真を読み取り、画像データ化する機器）やデジタルカメラ等で読み取り、データ化

するＯＣＲ（Optical Character Reader：光学的文字認識）と、ＡＩの技術を組

み合わせ、機械学習により文字の認識率を高める技術のこと。 

・ＤＸ（ディーエックス） 

「デジタル（Digital）と変革を意味するトランスフォーメーション

（Transformation）により作られた造語で、様々なモノやサービスがデジタル化

により便利になったり効率化され、その結果デジタル技術が社会に浸透すること

で、それまでには実現できなかった新たなサービスや価値が生まれる社会やサービ

スの変革のこと。 

・ＩＣＴ（アイシーティー） 

「Information and Communication Technology」の略。情報通信技術のこ

と。 

・ＲＰＡ（アールピーエー） 

「Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーショ

ン）」の略。データ入力等のパソコン操作をソフトウェア（ロボット）が行うことに

より、事務処理を自動化する技術のこと。 

・基幹系情報システム 

組織において、その活動に関わる重要な情報システムのこと。本計画における基

幹系情報システムは、住民基本台帳、税、福祉等の２０業務を指す。 

・クラウド 

従来、利用者の手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを、ネ

ットワーク経由で、サービスとして利用者に提供するもの。 

・デジタルデバイド 

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる人と利用できない人と

の間に生じる格差のこと。 
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